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第一章 災害預防

第一節 減災

一、林地經營管理措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、嚴格執行引火許可規定 ○ ○ ○

三、民眾防災教育訓練及宣導 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四、加強森林火災之防救災研究 ○ ○ ○ ○ ○

第二節 整備

一、應變機制之建立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、災情蒐集、通報與分析應用之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三、滅火、緊急醫療救護之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四、緊急運送之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○

五、避難收容之整備 ○ ○ ○ ○

六、物資供應調度之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

七、提供災民災情資訊之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八、二次災害防止之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○

九、災害防救演習訓練之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

十、災後復原重建之整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二章 災害緊急應變

第一節 災情蒐集、通報及通訊之確保

一、災情之蒐集、通報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、通訊之確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二節 災害警報之發布

一、森林火災警報之發布 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、居民避難引導 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第三節 緊急應變機制

一、災害應變中心之開設 ○ ○ ○

二、緊急動員機制之啟動 ○ ○ ○ ○ ○

三、跨縣市之支援 ○ ○ ○

四、災害現場協調人員之派遣 ○ ○ ○ ○ ○

五、申請國軍支援 ○ ○ ○

六、全民防衛動員準備體系之動員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第四節搶救、滅火及緊急醫療救護

一、森林火災救火行動之相關權責 ○ ○ ○ ○

二、醫療救護 ○ ○ ○ ○

第五節 緊急運送與後勤補給

一、緊急運送 ○ ○ ○ ○ ○

二、後勤補給 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三、航空管制 ○ ○ ○ ○
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第六節 避難收容



一、災民避難勸告或指示撤離 ○ ○ ○

二、避難場所 ○ ○ ○

三、臨時收容所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四、跨縣市避難收容 ○ ○ ○ ○ ○ ○

五、特定族群照護 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第七節  食物、飲用水及生活必需品之調度供應

一、調度、供應之協調 ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、調度、供應之支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三、民間業者之協助 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第八節 設施、設備之緊急修復 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第九節 提供受災民眾災情資訊

一、災情之傳達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、災情之諮詢 ○ ○

第十節 支援協助之受理

一、民眾、志工協助之受理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、國軍支援之受理 ○ ○ ○ ○ ○

三、空中滅火支援之受理

第十一節 二次災害之防止

一、森林火災跡地二次災害防止措施 ○ ○ ○ ○ ○

二、坡地災害防範措施 ○ ○ ○ ○ ○

第十二節 林木損失評估 ○ ○

第十三節 原因調查與火首偵緝

第三章 災後復原重建

第一節 緊急復原

一、毀損設施之迅速修復 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二、災民生活支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二節 計畫性復原重建

一、重建計畫之訂定 ○ ○ ○ ○ ○

二、重建計畫之實施 ○ ○ ○ ○ ○

三、財源之籌措 ○ ○ ○ ○ ○

四、中央政府之協助 ○ ○ ○ ○ ○ ○


